
短 期 滞 在 者 免 税 と は
　第256回

　島村さん：みらい先生こんにちは。今度、当社のタ
イ子会社が現地に工場を建設することになり、その現
場指揮を執るためタイへ出張することになりました。
期間は４カ月の予定です。その間の私の給料に対する
税金で注意すべきことはありますか？
　みらい：タイ出張中の島村さんの給料は、本社(親会
社)と子会社のどちらが負担するのですか？
　島村さん：今まで通り本社が負担すると聞いていま
す。
　みらい：それでしたら、「短期滞在者免税」の適用を
受けられる可能性がありますね。
　島村さん：「短期滞在者免税」とは、何でしょうか？
　みらい：国際税務の基本的な考え方として、給与所
得に対する課税権は、実際に勤務を行う勤務地国（源
泉地国）にあるとされていますが、勤務地国（源泉地
国）での滞在日数が短期間であれば、その期間の給料
について勤務地国（源泉地国）では課税しないという
制度です。具体的な要件などは租税条約に定められて
います。
　島村さん：一定の要件を満たせば、タイでの課税は
なくて、日本だけでの課税になるということでしょう
か？
　みらい：その通りです。
　島村さん：「短期滞在者免税」が適用されるための要
件はどのようなものでしょうか？
　みらい：ポイントは３つあり、そのすべてを満たす
必要があります。第一は、滞在期間に関するものです。
この要件は国によって若干異なっているので注意が必
要ですが、島村さんの出張先のタイであれば、今年中
(1月から12月)の滞在期間が180日を超えないこと
とされています。なお、この滞在期間は、多くの国は
183日と定めているので、「短期滞在者免税」は一般的
には「183日ルール」とも呼ばれています。
　島村さん：なるほど、出張先によって日数が変わる
ので注意が必要ですね。
　みらい:第二の要件は給料が全額日本法人から支払

われているということです。
　島村さん：子会社から現地での手当等が支給されて
しまうと、この要件を満たさないということですね。
　みらい：その通りです。第三の要件は、本社が支払
った給料を子会社で負担しないということです。本社
が島村さんに給料を支払ったあと、その分を子会社に
負担させてはダメということです。
　島村さん：分かりました。ありがとうございます。
なお、出張期間は４ヵ月の予定ですが、作業の進捗状
況によっては延長の可能性があると言われています。
その場合はどうなりますか？
　みらい：仮に滞在期間が延長されて、180日を超え
てしまう場合には、短期滞在者免税の要件を満たさな
くなるので、当初の期間からタイで課税されることに
なります。
　島村さん：当初の期間は日本で課税されていますよ
ね？日本とタイの両方で課税されることになりません
か？
　みらい：その場合には、外国税額控除という制度を
使って二重に課税されないようにするという方法があ
ります。
　島村さん:そうですか。安心しました。
　みらい：租税条約に則った手続きが必要になります
が、現地の担当者に確認して貰えばいいでしょう。そ
れでは、タイでのお仕事頑張って下さい。
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